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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　合成樹脂製の通水管が外側に嵌め込まれて接続される接続部を、少なくとも一つ具備し
てなる継手であって、
　前記接続部に、前記通水管との間を止水する止水リングが設けられるとともに、前記通
水管が外側に嵌められる金属製の、第１リングと第２リングとが隣接して設けられ、
　前記第１リングは、リング状の第１リング本体と、その第１リング本体の周方向に複数
設けられて前記通水管を係止する弾性変形可能な係止爪とを備え、
　前記係止爪は、前記第１リング本体から、前記通水管が前記接続部に接続される接続方
向に傾斜するようにして外側に向けて延出されて、その延出された先端部分に前記通水管
の内面に食い込む爪部を有し、
　前記第２リングは、前記第１リングよりも、前記通水管が前記接続部から抜け出る抜脱
方向側に位置し、かつ、
　前記第２リングは、リング状の第２リング本体と、その第２リング本体の周方向に複数
設けられて、前記抜脱方向へ撓む前記係止爪を受け止めてその撓みを規制する弾性変形可
能な規制片とを備え、
　前記規制片は、前記第２リング本体から前記接続方向に傾斜するようにして外側に向け
て、前記係止爪の高さよりも低い位置まで延出されて、その延出された先端に、前記通水
管の内面に当接可能な先端部を有する、通水管の継手。
【請求項２】
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　合成樹脂製の通水管が挿入されて接続される接続部を、少なくとも一つ具備してなる継
手であって、
　前記接続部に、前記通水管との間を止水する止水リングが設けられるとともに、前記通
水管が挿入される金属製の、第１リングと第２リングとが隣接して設けられ、
　前記第１リングは、リング状の第１リング本体と、その第１リング本体の周方向に複数
設けられて前記通水管を係止する弾性変形可能な係止爪とを備え、
　前記係止爪は、前記第１リング本体から、前記通水管が前記接続部に接続される接続方
向に傾斜するようにして内側に向けて延出されて、その延出された先端部分に前記通水管
の外面に食い込む爪部を有し、
　前記第２リングは、前記第１リングよりも、前記通水管が前記接続部から抜け出る抜脱
方向側に位置し、かつ、
　前記第２リングは、リング状の第２リング本体と、その第２リング本体の周方向に複数
設けられて、前記抜脱方向へ撓む前記係止爪を受け止めてその撓みを規制する弾性変形可
能な規制片とを備え、
　前記規制片は、前記第２リング本体から前記接続方向に傾斜するようにして内側に向け
て、前記係止爪の高さよりも低い位置まで延出されて、その延出された先端に、前記通水
管の外面に当接可能な先端部を有し、かつ、
　前記規制片は、前記係止爪よりも、周方向において幅広に形成されていて、前記規制片
における前記先端部は、前記爪部よりも、周方向において幅広に形成されている、通水管
の継手。
【請求項３】
　前記規制片は、前記係止爪よりも、周方向において幅広に形成されている、請求項１に
記載の、通水管の継手。
【請求項４】
　前記規制片における前記先端部は、前記爪部よりも、周方向において幅広に形成されて
いる、請求項１または３に記載の、通水管の継手。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、合成樹脂製の通水管を接続する継手に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、合成樹脂製の通水管（パイプ）を接続する継手において、通水管が接続される接
続部に通水管を保持する保持リングが用いられるものがあった（例えば、特許文献１参照
）。図２５に示されるように、この保持リング２０は、リング状の保持リング本体２１と
、その保持リング本体２１から通水管の挿入方向Ｔに傾斜するようにして内側に向けて延
出されて通水管の外面に食い込む係止爪２２、２２とからなっていた。そして、係止爪２
２の先端部近傍には、その先端部よりも低い突部２３、２３が設けられて、これら突部２
３、２３が、係止爪２２が通水管に過剰に食い込むのを規制していた。
【０００３】
【特許文献１】特許第２６８５１０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記従来の継手にあっては、通水管に、挿入方向Ｔとは反対方向に大きな抜
脱力が作用し続けると、係止爪２２が通水管に食い込む範囲が、係止爪２２の先端部分か
ら突部２３にまで拡大して、通水管に亀裂が発生し、その通水管が破断し易くなるという
問題があった。
【０００５】
　また、係止爪２２は、通水管が挿入されるときには容易に弾性変形し、通水管に抜脱力
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が作用するときには、通水管に確実に食い込む必要性があることから、薄板状に形成され
た。それ故、係止爪２２は、強度的に弱く、通水管に大きな抜脱力が作用した際には、係
止爪２２が反り返るようにして破壊される虞があった。
【０００６】
　この発明は、上記した従来の欠点を解決するためになされたものであり、その目的とす
るところは、合成樹脂製の通水管に係止爪が必要以上に食い込むのを避けて通水管の破断
を防ぐことができ、かつ、係止爪が反り返って破壊されるのを防ぐことができる、通水管
の継手を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係る通水管の継手は、前記目的を達成するために、次の構成からなる。すな
わち、
　請求項１に記載の発明に係る通水管の継手は、合成樹脂製の通水管が外側に嵌め込まれ
て接続される接続部を、少なくとも一つ具備してなる。この継手は、前記接続部に、前記
通水管との間を止水する止水リングが設けられるとともに、前記通水管が外側に嵌められ
る金属製の、第１リングと第２リングとが隣接して設けられる。ここで、前記第１リング
は、リング状の第１リング本体と、その第１リング本体の周方向に複数設けられて前記通
水管を係止する弾性変形可能な係止爪とを備える。この係止爪は、前記第１リング本体か
ら、前記通水管が前記接続部に接続される接続方向に傾斜するようにして外側に向けて延
出されて、その延出された先端部分に前記通水管の内面に食い込む爪部を有する。また、
前記第２リングは、前記第１リングよりも、前記通水管が前記接続部から抜け出る抜脱方
向側に位置する。そして、前記第２リングは、リング状の第２リング本体と、その第２リ
ング本体の周方向に複数設けられて、前記抜脱方向へ撓む前記係止爪を受け止めてその撓
みを規制する弾性変形可能な規制片とを備える。この規制片は、前記第２リング本体から
前記接続方向に傾斜するようにして外側に向けて、前記係止爪の高さよりも低い位置まで
延出されて、その延出された先端に、前記通水管の内面に当接可能な先端部を有する。
【０００８】
　この継手によると、第１リングにおける、通水管の内面に食い込む爪部を有する係止爪
とか、第２リングにおける、通水管の内面に当接可能な先端部を有する規制片は、弾性変
形可能であって、通水管の接続方向に傾斜するようにして外側に向けて延出されているた
め、通水管を接続部に接続するにあたって、その通水管を接続部の外側に嵌め込むと、そ
の通水管は、第１リングおよび第２リングの外側を、少なくとも係止爪を倒すようにして
容易に押し進むことができる。そこで、接続部に嵌め込まれた通水管に、水圧とか外力に
よって抜脱方向の力が作用すると、接続方向に倒された係止爪が、抜脱方向に復帰するよ
うに撓んで起立ぎみとなり、その係止爪の先端部分の爪部が通水管の内面に食い込む。こ
のとき、第１リングよりも抜脱方向側に位置する第２リングの規制片が、抜脱方向に復帰
するように撓んで起立ぎみとなった係止爪を受け止めてその撓みを規制する。そして、係
止爪を抜脱方向で受け止めた規制片は、弾性変形可能であるが、抜脱方向へ撓むことなく
通水管の内面に当接するか、あるいは、係止爪に押されて抜脱方向へ撓むことで起立ぎみ
となって通水管の内面に当接すると、その規制片の抜脱方向への撓みが制限される。この
ため、規制片は、係止爪を強固に受け止めてその係止爪の撓みを確実に規制することがで
きる。さらに、少なくとも通水管に水圧とか外力によって抜脱方向の力が作用したときに
は、弾性変形可能な規制片が通水管の内面に当接することから、すなわち規制片が通水管
の内面に達するまで延出されることから、その規制片は、係止爪をその先端側の最大位置
まで受け止める。
【０００９】
　また、請求項２に記載の発明に係る通水管の継手は、合成樹脂製の通水管が挿入されて
接続される接続部を、少なくとも一つ具備してなる。この継手は、前記接続部に、前記通
水管との間を止水する止水リングが設けられるとともに、前記通水管が挿入される金属製
の、第１リングと第２リングとが隣接して設けられる。ここで、前記第１リングは、リン
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グ状の第１リング本体と、その第１リング本体の周方向に複数設けられて前記通水管を係
止する弾性変形可能な係止爪とを備える。この係止爪は、前記第１リング本体から、前記
通水管が前記接続部に接続される接続方向に傾斜するようにして内側に向けて延出されて
、その延出された先端部分に前記通水管の外面に食い込む爪部を有する。また、前記第２
リングは、前記第１リングよりも、前記通水管が前記接続部から抜け出る抜脱方向側に位
置する。そして、前記第２リングは、リング状の第２リング本体と、その第２リング本体
の周方向に複数設けられて、前記抜脱方向へ撓む前記係止爪を受け止めてその撓みを規制
する弾性変形可能な規制片とを備える。この規制片は、前記第２リング本体から前記接続
方向に傾斜するようにして内側に向けて、前記係止爪の高さよりも低い位置まで延出され
て、その延出された先端に、前記通水管の外面に当接可能な先端部を有する。そして、こ
の規制片は、前記係止爪よりも、周方向において幅広に形成されていて、前記規制片にお
ける前記先端部は、前記爪部よりも、周方向において幅広に形成されている。
【００１０】
　この継手によると、第１リングにおける、通水管の外面に食い込む爪部を有する係止爪
とか、第２リングにおける、通水管の外面に当接可能な先端部を有する規制片は、弾性変
形可能であって、通水管の接続方向に傾斜するようにして内側に向けて延出されているた
め、通水管を接続部に接続するにあたって、その通水管を接続部に挿入すると、その通水
管は、第１リングおよび第２リングの内側を、少なくとも係止爪を倒すようにして容易に
押し進むことができる。そこで、接続部に挿入された通水管に、水圧とか外力によって抜
脱方向の力が作用すると、接続方向に倒された係止爪が、抜脱方向に復帰するように撓ん
で起立ぎみとなり、その係止爪の先端部分の爪部が通水管の外面に食い込む。このとき、
第１リングよりも抜脱方向側に位置する第２リングの規制片が、抜脱方向に復帰するよう
に撓んで起立ぎみとなった係止爪を受け止めてその撓みを規制する。そして、係止爪を抜
脱方向で受け止めた規制片は、弾性変形可能であるが、抜脱方向へ撓むことなく通水管の
外面に当接するか、あるいは、係止爪に押されて抜脱方向へ撓むことで起立ぎみとなって
通水管の外面に当接すると、その規制片の抜脱方向への撓みが制限される。このため、規
制片は、係止爪を強固に受け止めてその係止爪の撓みを確実に規制することができる。さ
らに、少なくとも通水管に水圧とか外力によって抜脱方向の力が作用したときには、弾性
変形可能な規制片が通水管の外面に当接することから、すなわち規制片が通水管の外面に
達するまで延出されることから、その規制片は、係止爪をその先端側の最大位置まで受け
止める。その上、規制片における先端部は、爪部よりも、周方向において幅広に形成され
ており、このように、規制片の先端部を幅広に形成することで、この先端部が通水管に食
い込むのを的確に避けることができる。
【００１１】
　また、請求項３に記載の発明に係る通水管の継手のように、請求項１に記載の継手にお
いて、前記規制片は、前記係止爪よりも、周方向において幅広に形成されてもよい。
　また、請求項４に記載の発明に係る通水管の継手のように、請求項１または３に記載の
継手において、前記規制片における前記先端部は、前記爪部よりも、周方向において幅広
に形成されるのが望ましい。このように、規制片の先端部を幅広に形成することで、この
先端部が通水管に食い込むのを的確に避けることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明に係る通水管の継手によれば、次の効果がある。
【００１３】
　請求項１および３に記載された通水管の継手によれば、合成樹脂製の通水管の内面に当
接して撓みが制限された規制片は、係止爪を強固に受け止めてその係止爪の撓みを確実に
規制するため、通水管に係止爪が必要以上に食い込むのを避けて通水管の破断を防ぐこと
ができる。しかも、規制片が、通水管の内面に当接して、係止爪をその先端側の最大位置
まで受け止めるため、係止爪が反り返って破壊されるのを防ぐことができる。
【００１４】
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　また、請求項２に記載された通水管の継手によれば、合成樹脂製の通水管の外面に当接
して撓みが制限された規制片は、係止爪を強固に受け止めてその係止爪の撓みを確実に規
制するため、通水管に係止爪が必要以上に食い込むのを避けて通水管の破断を防ぐことが
できる。しかも、規制片が、通水管の外面に当接して、係止爪をその先端側の最大位置ま
で受け止めるため、係止爪が反り返って破壊されるのを防ぐことができる。その上、規制
片の先端部を爪部よりも幅広に形成することで、この先端部が通水管に食い込むのを的確
に避けることができる。
【００１５】
　また、請求項４に記載された通水管の継手によれば、加えて、規制片の先端部を爪部よ
りも幅広に形成することで、この先端部が通水管に食い込むのを的確に避けることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、この発明に係る通水管の継手を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明
する。
【００１７】
　図１～図１２は、本発明の第一の実施の形態を示す。図中符号１は、配管材としての、
可撓性を有する合成樹脂製の通水管であり、例えば、架橋ポリエチレンとかポリブデン等
の合成樹脂管からなる。２は、前記通水管１の継手である。
【００１８】
　この継手２は、通水管１が挿入されて接続される接続部３を、少なくとも一つ具備する
。そこで、この接続部３に、通水管１との間を止水する止水リング４が設けられるととも
に、通水管１が挿入される金属製の、第１リング５と第２リング６とが隣接して設けられ
る。ここにおいて、第１リング５は、リング状の第１リング本体５ａと、その第１リング
本体５ａの周方向に複数設けられて通水管１を係止する弾性変形可能な係止爪５ｂとを備
える。そして、係止爪５ｂは、第１リング本体５ａから、通水管１が接続部３に接続され
る接続方向Ｐ（つまり、通水管１が接続部３に挿入される挿入方向）に傾斜するようにし
て内側に向けて延出されて、その延出された先端部分に通水管１の外面に食い込む爪部５
ｃを有する。また、第２リング６は、第１リング５よりも、通水管１が接続部３から抜け
出る抜脱方向Ｑ側に位置する。この第２リング６は、リング状の第２リング本体６ａと、
その第２リング本体６ａの周方向に複数設けられて、前記抜脱方向Ｑへ撓む係止爪５ｂを
受け止めてその撓みを規制する弾性変形可能な規制片６ｂとを備える。そして、規制片６
ｂは、第２リング本体６ａから前記接続方向Ｐに傾斜するようにして内側に向けて、前記
係止爪５ｂの高さよりも低い位置まで延出されて、その延出された先端に、前記通水管１
の外面に当接可能な先端部６ｃを有する。図示実施の形態においては、この先端部６ｃは
、前記爪部５ｃよりも、周方向において幅広に形成されている。
【００１９】
　具体的には、継手２は、継手本体２ａと、前記止水リング４と、その止水リング４を抜
け止めするストッパー７と、前記第１および第２リング５、６と、それら第１および第２
リング５、６を前記ストッパー７とで挟んで保持する保持体としての袋ナット８とからな
る。そして、継手２には、一方側に前記接続部３が設けられ、他方側に他の接続部１１が
設けられる。
【００２０】
　継手本体２ａは、水が通るように筒状に形成されて、その一方側は、前記接続部３を構
成する接続基部３ａとなっている。この接続基部３ａは、その内側が、通水管１の端部部
分が収容される収容空間３ｂとなっており、その収容空間３ｂの奥端には、通水管１の所
定以上の進入を止めるための段部３ｃが設けられている。そして、接続基部３ａの口元内
面には、先端に開放するようにして前記止水リング４が嵌まる凹部３ｄが形成されている
。また、接続基部３ａの外面には、雄ねじ３ｅが螺設されている。
【００２１】



(6) JP 4987520 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

　ストッパー７は、リング状に形成されて、接続基部３ａの口元端面に突き当てられるス
トッパー本体７ａと、そのストッパー本体７ａから延出されて凹部３ｄに嵌まる突部７ｂ
とからなる。そして、この突部７ｂによって止水リング４が抜け止めされる。また、スト
ッパー本体７ａの内面は、第１リング５の係止爪５ｂとか第２リング６の規制片６ｂを逃
がすために、前記抜脱方向Ｑ側ほど広がるテーパー状に形成されている。
【００２２】
　第１リング５は、図９および図１０に示すように、前記第１リング本体５ａが平板リン
グ状に形成されて、前記係止爪５ｂが、第１リング本体５ａの周方向に並ぶようにして、
複数（図示実施の形態においては、１６個）設けられている。係止爪５ｂは、第１リング
本体５ａの内周から延設されて、先端側ほど幅狭となる略三角形状をして、先端は、円弧
状に形成されている。第２リング６は、図１１および図１２に示すように、前記第２リン
グ本体６ａが平板リング状に形成されて、前記規制片６ｂが、第２リング本体６ａの周方
向に並ぶようにして、複数（図示実施の形態においては、８個）設けられている。規制片
６ｂは、第２リング本体６ａの内周から延設されて、各規制片６ｂ、６ｂは、互いがスリ
ット６ｄによって分離される。そして、規制片６ｂの先端は、接続部３の軸心３ｆを中心
とする円弧形状をして、その先端の全体が前記先端部６ｃを構成している。
【００２３】
　これら第１リング５と第２リング６とは、それらの係止爪５ｂと規制片６ｂとが前記接
続方向Ｐに傾斜するように、かつ、第１リング５が前記接続方向Ｐ側となるように、重ね
られて、第１リング本体５ａがストッパー７の先端面に当接するように配置される。
【００２４】
　袋ナット８は、ナット本体８ａと底壁８ｂとからなり、その底壁８ｂに、通水管１が通
る孔８ｃが明けられている。そして、袋ナット８は、底壁８ｂで第２リング本体６ａを押
えるように、接続基部３ａの雄ねじ３ｅにねじ込まれる。こうして、接続基部３ａに、止
水リング４と、ストッパー７と、第１および第２リング５、６と、袋ナット８とが組み付
けられ、これら、接続基部３ａと止水リング４とストッパー７と第１および第２リング５
、６と袋ナット８とで、前記接続部３が形成される。なお、通水管１を接続部３に接続す
る前に、予め、通水管１の先端部分には筒状のインコア９が挿入される。
【００２５】
　また、継手本体２ａの他方側は、前記他の接続部１１となって、雄ねじ１１ａが螺設さ
れている。そして、この他の接続部１１が、例えば、金属製等の給水管とか、水栓とか、
ヘッダー等に接続される。
【００２６】
　次に、第一の実施の形態に示す継手２の作用効果について説明する。この継手２による
と、第１リング５における、合成樹脂製の通水管１の外面に食い込む爪部５ｃを有する係
止爪５ｂとか、第２リング６における、通水管１の外面に当接可能な先端部６ｃを有する
規制片６ｂは、弾性変形可能であって、通水管１の接続方向Ｐに傾斜するようにして内側
に向けて延出されている。このため、通水管１を接続部３に接続するにあたって、その通
水管１を接続部３に前記接続方向Ｐに向けて挿入すると、その通水管１は、第１リング５
および第２リング６の内側を、少なくとも係止爪５ｂを倒すようにして（場合によっては
、係止爪５ｂに加えて規制片６ｂを倒すようにして）容易に押し進むことができる（図４
、図５参照）。そこで、接続部３に挿入された通水管１に、水圧とか外力によって抜脱方
向Ｑの力が作用すると、接続方向Ｐに倒された係止爪５ｂが、抜脱方向Ｑに復帰するよう
に撓んで起立ぎみとなり、その係止爪５ｂの先端部分の爪部５ｃが通水管１の外面に食い
込む（図６～図８参照）。
【００２７】
　このとき、第１リング５よりも抜脱方向Ｑ側に位置する第２リング６の規制片６ｂが、
抜脱方向Ｑに復帰するように撓んで起立ぎみとなった係止爪５ｂを受け止めてその撓みを
規制する。そして、係止爪５ｂを抜脱方向Ｑで受け止めた規制片６ｂは、弾性変形可能で
あるが、抜脱方向Ｑへ撓むことなく通水管１の外面に当接するか、あるいは、係止爪５ｂ
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に押されて抜脱方向Ｑへ撓むことで起立ぎみとなって通水管１の外面に当接すると、その
規制片６ｂの抜脱方向Ｑへの撓みが制限される。このため、規制片６ｂは、係止爪５ｂを
強固に受け止めてその係止爪５ｂの撓みを確実に規制することができる。ここにおいて、
規制片６ｂは、弾性変形可能であることから、通水管１の外径寸法のバラツキを吸収して
通水管１の外面に当接する。また、ここにおいて、規制片６ｂの先端部６ｃは、爪部５ｃ
よりも、周方向において幅広に形成されており、これによって、この先端部６ｃが通水管
１の外面に食い込むのを的確に避けることができ、この先端部６ｃは、係止爪５ｂの撓み
をより確実に規制することができる。そして、このように、合成樹脂製の通水管１の外面
に当接して撓みが制限された規制片６ｂは、係止爪５ｂを強固に受け止めてその係止爪５
ｂの撓みを確実に規制するため、通水管１に係止爪５ｂが必要以上に食い込むのを避けて
通水管１の破断を防ぐことができる。さらに、少なくとも通水管１に水圧とか外力によっ
て抜脱方向Ｑの力が作用したときには、弾性変形可能な規制片６ｂが通水管１の外面に当
接することから、すなわち規制片６ｂが通水管１の外面に達するまで延出されることから
、その規制片６ｂは、係止爪５ｂをその先端側の最大位置まで受け止め、このため、係止
爪５ｂが反り返って破壊されるのを防ぐことができる。
【００２８】
　図１３～図２４は、本発明の第二の実施の形態を示す。この実施の形態にあっては、第
一の実施の形態とは、通水管１の係止される面が異なるが、基本的な構造は同様であり、
以下に、同様の部位には同一の符号を付して説明する。
【００２９】
　配管材としての、可撓性を有する合成樹脂製の通水管１は、例えば、架橋ポリエチレン
とかポリブデン等の合成樹脂管からなる。
【００３０】
　継手２は、通水管１が外側に嵌め込まれて接続される接続部３を、少なくとも一つ具備
する。そこで、この接続部３に、通水管１との間を止水する止水リング４が設けられると
ともに、通水管１が外側に嵌められる金属製の、第１リング５と第２リング６とが隣接し
て設けられる。ここにおいて、第１リング５は、リング状の第１リング本体５ａと、その
第１リング本体５ａの周方向に複数設けられて通水管１を係止する弾性変形可能な係止爪
５ｂとを備える。そして、係止爪５ｂは、第１リング本体５ａから、通水管１が接続部３
に接続される接続方向Ｐ（つまり、通水管１が接続部３に嵌め込まれる嵌込方向）に傾斜
するようにして外側に向けて延出されて、その延出された先端部分に通水管１の内面に食
い込む爪部５ｃを有する。また、第２リング６は、第１リング５よりも、通水管１が接続
部３から抜け出る抜脱方向Ｑ側に位置する。この第２リング６は、リング状の第２リング
本体６ａと、その第２リング本体６ａの周方向に複数設けられて、前記抜脱方向Ｑへ撓む
係止爪５ｂを受け止めてその撓みを規制する弾性変形可能な規制片６ｂとを備える。そし
て、規制片６ｂは、第２リング本体６ａから前記接続方向Ｐに傾斜するようにして外側に
向けて、前記係止爪５ｂの高さよりも低い位置まで延出されて、その延出された先端に、
前記通水管１の内面に当接可能な先端部６ｃを有する。図示実施の形態においては、この
先端部６ｃは、前記爪部５ｃよりも、周方向において幅広に形成されている。
【００３１】
　具体的には、継手２は、継手本体２ａと、前記止水リング４と、前記第１および第２リ
ング５、６と、それら第１および第２リング５、６を継手本体２ａとで挟んで保持する保
持体としての袋ナット８とからなる。そして、継手２には、一方側に前記接続部３が設け
られ、他方側に他の接続部１１が設けられる。
【００３２】
　継手本体２ａは、水が通るように筒状に形成されて、その一方側は、前記接続部３を構
成する接続基部３ａとなっている。この接続基部３ａは、その外側が、通水管１の端部部
分が収容される収容空間３ｂとなっており、その収容空間３ｂの奥端には、通水管１の所
定以上の進入を止めるための段部３ｃが設けられている。そして、接続基部３ａの外面に
は、奥側に、前記止水リング４が嵌まる凹部３ｄ、３ｄが形成され、接続基部３ａの口元
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部分３ｇは、外面が径小に形成されている。そして、この口元部分３ｇの外側奥端が、第
１リング５を止めるための段部３ｈとなり、また、口元部分３ｇの外面には、雄ねじ３ｅ
が螺設されている。
【００３３】
　第１リング５は、図２１および図２２に示すように、前記第１リング本体５ａが平板リ
ング状に形成されて、前記係止爪５ｂが、第１リング本体５ａの周方向に並ぶようにして
、複数（図示実施の形態においては、１６個）設けられている。係止爪５ｂは、第１リン
グ本体５ａの外周から延設されて、先端側ほど幅狭となる略三角形状をして、先端は、円
弧状に形成されている。第２リング６は、図２３および図２４に示すように、前記第２リ
ング本体６ａが平板リング状に形成されて、前記規制片６ｂが、第２リング本体６ａの周
方向に並ぶようにして、複数（図示実施の形態においては、８個）設けられている。規制
片６ｂは、第２リング本体６ａの外周から延設されて、各規制片６ｂ、６ｂは、互いがス
リット６ｄによって分離される。そして、規制片６ｂの先端は、接続部３の軸心３ｆを中
心とする円弧形状をして、その先端の全体が前記先端部６ｃを構成している。
【００３４】
　これら第１リング５と第２リング６とは、それらの係止爪５ｂと規制片６ｂとが前記接
続方向Ｐに傾斜するように、かつ、第１リング５が前記接続方向Ｐ側となるように、重ね
られて、第１リング本体５ａが段部３ｈに当接するように配置される。
【００３５】
　袋ナット８は、ナット本体８ａと底壁８ｂとからなり、その底壁８ｂに、水が通る孔８
ｃが明けられている。そして、袋ナット８は、ナット本体８ａで第２リング本体６ａを押
えるように、接続基部３ａにおける雄ねじ３ｅにねじ込まれる。こうして、接続基部３ａ
に、止水リング４、４と、第１および第２リング５、６と、袋ナット８とが組み付けられ
、これら、接続基部３ａと止水リング４、４と第１および第２リング５、６と袋ナット８
とで、前記接続部３が形成される。なお、図示実施の形態においては、接続部３には、通
水管１を覆って保護する保護筒１０が設けられてる。この保護筒１０は、通水管１を接続
部３に接続する前に、予め、接続部３に取り付けられる。詳細には、接続部３には、収容
空間３ｂよりも奥側に、径大となった取付部３ｉが形成されており、保護筒１０は、その
端部部分が取付部３ｉに嵌め込まれるようにして取付固定される。
【００３６】
　また、継手本体２ａの他方側は、前記他の接続部１１となって、雄ねじ１１ａが螺設さ
れている。そして、この他の接続部１１が、例えば、金属製等の給水管とか、水栓とか、
ヘッダー等に接続される。
【００３７】
　次に、第二の実施の形態に示す継手２の作用効果について説明する。この継手２による
と、第１リング５における、合成樹脂製の通水管１の内面に食い込む爪部５ｃを有する係
止爪５ｂとか、第２リング６における、通水管１の内面に当接可能な先端部６ｃを有する
規制片６ｂは、弾性変形可能であって、通水管１の接続方向Ｐに傾斜するようにして外側
に向けて延出されている。このため、通水管１を接続部３に接続するにあたって、その通
水管１を接続部３の外側に前記接続方向Ｐに向けて嵌め込むと、その通水管１は、第１リ
ング５および第２リング６の外側を、少なくとも係止爪５ｂを倒すようにして（場合によ
っては、係止爪５ｂに加えて規制片６ｂを倒すようにして）容易に押し進むことができる
（図１６、図１７参照）。そこで、接続部３に嵌め込まれた通水管１に、水圧とか外力に
よって抜脱方向Ｑの力が作用すると、接続方向Ｐに倒された係止爪５ｂが、抜脱方向Ｑに
復帰するように撓んで起立ぎみとなり、その係止爪５ｂの先端部分の爪部５ｃが通水管１
の内面に食い込む（図１８～図２０参照）。
【００３８】
　このとき、第１リング５よりも抜脱方向Ｑ側に位置する第２リング６の規制片６ｂが、
抜脱方向Ｑに復帰するように撓んで起立ぎみとなった係止爪５ｂを受け止めてその撓みを
規制する。そして、係止爪５ｂを抜脱方向Ｑで受け止めた規制片６ｂは、弾性変形可能で
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あるが、抜脱方向Ｑへ撓むことなく通水管１の内面に当接するか、あるいは、係止爪５ｂ
に押されて抜脱方向Ｑへ撓むことで起立ぎみとなって通水管１の内面に当接すると、その
規制片６ｂの抜脱方向Ｑへの撓みが制限される。このため、規制片６ｂは、係止爪５ｂを
強固に受け止めてその係止爪５ｂの撓みを確実に規制することができる。ここにおいて、
規制片６ｂは、弾性変形可能であることから、通水管１の内径寸法のバラツキを吸収して
通水管１の内面に当接する。また、ここにおいて、規制片６ｂの先端部６ｃは、爪部５ｃ
よりも、周方向において幅広に形成されており、これによって、この先端部６ｃが通水管
１の内面に食い込むのを的確に避けることができ、この先端部６ｃは、係止爪５ｂの撓み
をより確実に規制することができる。そして、このように、合成樹脂製の通水管１の内面
に当接して撓みが制限された規制片６ｂは、係止爪５ｂを強固に受け止めてその係止爪５
ｂの撓みを確実に規制するため、通水管１に係止爪５ｂが必要以上に食い込むのを避けて
通水管１の破断を防ぐことができる。さらに、少なくとも通水管１に水圧とか外力によっ
て抜脱方向Ｑの力が作用したときには、弾性変形可能な規制片６ｂが通水管１の内面に当
接することから、すなわち規制片６ｂが通水管１の内面に達するまで延出されることから
、その規制片６ｂは、係止爪５ｂをその先端側の最大位置まで受け止め、このため、係止
爪５ｂが反り返って破壊されるのを防ぐことができる。
【００３９】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるわけではなく、その他種々の変更が
可能である。例えば、継手２には、一方側に接続部３が設けられ、他方側に他の接続部１
１が設けられているが、両側に接続部３が設けられてもよい。また、継手本体２ａを分岐
するように形成することで、継手２に、接続部３が三つ以上設けられてもよい。
【００４０】
　また、第１リング５と第２リング６とは、隣接して設けられるが、それらの少なくとも
係止爪５ｂと規制片６ｂとが近接あるいは接触するようにして配置されるのであれば、第
１リング本体５ａと第２リング本体６ａとが離れるようにして配置されても構わない。
【００４１】
　また、第１リング５と第２リング６との組において、例えば、第２リング６を一個用い
る以外に、複数個重ねて用いてもよい。また、接続部３において、この第１リング５と第
２リング６との組を、一組設ける以外に、複数組設けても構わない。
【００４２】
　また、第１リング５では、係止爪５ｂが、略三角形状に形成されて、その先端部分が爪
部５ｃとなっているが、係止爪５ｂにおける爪部５ｃよりも基端側を幅広に形成すること
で、爪部５ｃの両側あるいは一方側に、通水管１（第一の実施の形態では、通水管１の外
面、第二の実施の形態では、通水管１の内面）に当接する段部を設けてもよい。
【００４３】
　また、第２リング６では、規制片６ｂにおいて、その先端の全体が、通水管１（第一の
実施の形態では、通水管１の外面、第二の実施の形態では、通水管１の内面）に当接可能
な先端部６ｃを構成しているが、先端部６ｃから僅かに突出して（詳細には、爪部５ｃの
高さに達しないように突出して）、通水管１（第一の実施の形態では、通水管１の外面、
第二の実施の形態では、通水管１の内面）に食い込む突部を設けてもよい。
【００４４】
　また、接続部３における止水リング４は、第一の実施の形態では一つ設けられ、第二の
実施の形態では二つ設けられているが、止水リング４の数は、一つとか二つに限定される
ものではなく、必要に応じて幾つ設けられても構わない。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】この発明の第一の実施の形態の、継手に通水管を接続する前の断面図である。
【図２】同じく、図１におけるＡ部拡大図である。
【図３】同じく、図１におけるＢ－Ｂ線による断面図である。
【図４】同じく、継手に通水管を接続する途中の断面図である。
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【図５】同じく、図４におけるＣ部拡大図である。
【図６】同じく、継手に通水管を接続して、通水管に抜脱方向の力が作用したときの断面
図である。
【図７】同じく、図６におけるＤ部拡大図である。
【図８】同じく、図６におけるＥ－Ｅ線による断面図である。
【図９】同じく、第１リングの拡大平面図である。
【図１０】同じく、図９におけるＦ－Ｆ線による拡大断面図である。
【図１１】同じく、第２リングの拡大平面図である。
【図１２】同じく、図１１におけるＧ－Ｇ線による拡大断面図である。
【図１３】この発明の第二の実施の形態の、継手に通水管を接続する前の断面図である。
【図１４】同じく、図１３におけるＨ部拡大図である。
【図１５】同じく、図１３におけるＩ－Ｉ線による断面図である。
【図１６】同じく、継手に通水管を接続する途中の断面図である。
【図１７】同じく、図１６におけるＪ部拡大図である。
【図１８】同じく、継手に通水管を接続して、通水管に抜脱方向の力が作用したときの断
面図である。
【図１９】同じく、図１８におけるＫ部拡大図である。
【図２０】同じく、図１８におけるＬ－Ｌ線による断面図である。
【図２１】同じく、第１リングの拡大平面図である。
【図２２】同じく、図２１におけるＭ－Ｍ線による拡大断面図である。
【図２３】同じく、第２リングの拡大平面図である。
【図２４】同じく、図２３におけるＮ－Ｎ線による拡大断面図である。
【図２５】従来の継手の保持リングを示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１　通水管
　２　継手
　３　接続部
　４　止水リング
　５　第１リング
　５ａ　第１リング本体
　５ｂ　係止爪
　５ｃ　爪部
　６　第２リング
　６ａ　第２リング本体
　６ｂ　規制片
　６ｃ　先端部
　Ｐ　接続方向
　Ｑ　抜脱方向
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